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新産業創造研究機構（NIRO） 

IOT、AI、ロボット導入補助金に関わる Q＆A集 

 R1:お問い合わせをいただいたご質問と回答を追加しました。（１-7,8,９、および 3-7,8,9） 

１．補助金の仕組みについて 

 質問 回答 

1-1 公募は先着順で採用されますか？ 先着順ではありません。 

1-2 既に開発が進行中の事業は補助の対象になり

ますか？ 

既に進んでいる事業は対象外です。 

但し、事業を適切に分割して、交付決定後に開

始する事業を作ることで、補助を受けられる場

合があります。 

交付決定通知前に発生した経費は補助の対象に

なりません。また、公布決定通知前に発注（契

約）を行うと補助の対象にならないので注意し

て下さい。 

1-3 ひとつの開発業務を、複数の会社が分担して実

施する場合、それぞれが応募することは可能

か？ 

個々の会社が担当業務について申請することは

可能です。但し、審査は個別に行うので、両方と

も採択されるとは限りません。 

1-4 １社からの応募は１件のみですか？ 雇用数が満たされれば、複数の応募も可能です。

但し、雇用の重複のカウントはできません。 

なお、予算を超える多数の応募があった場合に

は、１社複数の採択が審査で否定的な要素と判

断される可能性が有ります。 

1-5 「ひょうご次世代産業高度化プロジェクト」に

参加するメリットは何ですか？ 

補助金、セミナー、企業間マッチングなどの、

「ひょうご次世代産業高度化プロジェクト」の

事業のサポートを受ける前提となります。 

1-6 「ひょうご次世代産業高度化プロジェクト」の

参加申込書に、対象業種にチェックを入れる欄

があるが、該当する事業が複数ある場合はどう

するか？ 

該当する業種すべてにチェック入れてくださ

い。また、（別紙２）補助事業説明書の業種欄に

も、該当する業種をすべて記入して下さい。 

1-7 

R1 

追加 

補助金の申請額は、上限額（50万、100万、

250万、500万）に合致させる必要はあります

か？ 

上限額に合致させる必要はありません。例えば

1人に雇用実績（又は計画）に基づき、上限額

である 100万ではなく、70万で申請することも

可能です。 

1-8 

R1 

追加 

計画していた雇用が、事情により見込めなくな

った場合はどうすればよいですか？ 

雇用計画の未達成が確実になったら、速やかに

NIROに連絡をして、変更申請を提出してくだ

さい。補助金の上限額が変更になる場合があり

ます。 

1-9 

R1 

追加 

会社の主たる業務は商社ですが、一部事業では

メーカー（製造業）の機能も有しています。補

助金の申請の前提となる対象業種となります

か？ 

補助を申請する事業（メーカーの機能）が会社

定款等に記載されており、また実際に当該事業

を行った実績があり、かつ、当該事業が指定業

種に該当する場合には、補助金の申請をしてい



ただけます。 

２．雇用目標に拘る質問 

 質問 回答 

2-1 雇用目標に記載可能な新規雇用は正社員に限

りますか？ 

正社員（直接雇用する、雇用期間に定めのない

社員）の雇用が対象になります。 

本補助金でいう正社員とは以下の 4つの要件を

すべて満たす者のことをいいます。 

① 期間の定めのある労働契約を締結する労働

者でないこと。 

② 派遣労働者でないこと。 

③１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用

される通常の労働者の１週間の所定労働時間

と同一のものとして雇用される労働者である

こと。 

④ 労働協約又は就業規則その他これに準ずる

ものに定めるところにより設けられた通常の

労働者と同一の賃金制度が適用されている労

働者であること。 

2-2 派遣社員の採用は新規雇用になりますか？ 派遣社員は対象外です。 

2-3 勤務日数の少ない社員の採用は新規雇用にな

りますか？ 

既に正社員として雇用している人と同じ日数の

以上の勤務であることが必要です。 

例えば、既に週３日勤務の正社員を雇用されて

いる会社では、同じ日数以上勤務する方の採用

が新規雇用と認められます。 

2-4 パート社員の正社員転換は新規雇用になりま

すか？ 

新規雇用となります。 

2-5 新規雇用者は補助事業に従事する必要があり

ますか？ 

補助事業に関係して新規雇用者が採用されるこ

とが必要です。新規雇用者が、直接補助事業に

従事する必要は有りませんが、関係性（例えば、

補助事業に従事する社員の従前の業務を担当す

るなど）が必要です。 

全く関係性のない雇用は認められません。 

不明な場合は個別にお問い合わせ下さい。 

３．経理的なことに係る質問 

 質問 回答 

3-1 申請時に見積を添付することになっているが、

どこまでの項目に必要か？ 

見積書は補助事業の主な経費項目について添付

いただくのが望ましい。価格表でも可。事業の

経費額の妥当性を判断する目的で見ます。 

3-2 ロボットを導入する場合に、自社で開発する周

辺機器の材料の購入費は補助対象となります

か？ 

補助対象の事業費です。 

3-3 複数年に渡るリース期間のリース料を事業費

として計上可能か？ 

交付決定通知〜事業終了までの期間のリース料

が事業費として計上できます。 



3-4 補助対象経費の中の人件費の中の「補助員雇上

費」とはなんですか？ 

派遣社員の人件費を言います。 

3-5 ロボットを導入する場合、ロボットのメーカー

からロボットの使い方を指導してもらう費用

は何になりますか？ 

契約形態によって、謝金又は外注費となります。 

3-6 交付決定後に事業の予算配分が変更になった

場合はどうなりますか？ 

人件費、補助対象の事業費、補助対象外の事業

費の予算配分が２０％以上変わった場合には、

速やかにNIROに連絡して「補助金交付決定内

容変更承認書」を出してください。なお、変更

内容によって補助金支給学に影響が出る場合が

あります。 

3-7 

R1

追加 

補助事業に必要な研修の参加費用は補助対象

の事業費になりますか？ 

補助対象の事業費となります。教育を外部の業

者に委託するので、外注費となります。 

3-8 

R1 

追加 

人件費（研究員費、管理員費）について、認め

られる範囲を教えてください。例えば、賞与の

取り扱いはどうなりますか？ 

人件費には、以下の費用を含めることができま

す。 

・月給 

・賞与 

・超過勤務手当 

・通勤手当 

・管理職手当（役付手当） 

・社会保険料（健康保険、厚生年金、介護保険、

雇用保険、労災保険における事業主負担分） 

3-9 

R1

追加 

人件費に含めることのできない手当等はあり

ますか？ 

住居手当、退職給付費用、扶養手当は人件費に

含めることができません。対象となるかどうか

不明な手当は、個別にお問い合わせください。 

注記：本 Q＆A 集は、補助金制度説明会（４月１８日）での質疑応答や、個別のお問合わせの中から、

申請を検討中の皆様の参考になると思われるものを掲載しております。個別企業に固有の質疑について

は掲載しておりません。 

 

以  上 


